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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
し
く
み

～
安
定
し
た
制
度
で
、
高
齢
者
医
療
を

守
る
た
め
に
～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　□市 

保
険
年
金
課

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、
都
道
府
県

ご
と
に
設
置
さ
れ
た
「
広
域
連
合
」
が
運

営
し
て
い
ま
す
。

こ
の
制
度
は
、　

75
歳
以
上
の
人
と
、一

定
以
上
の
障
害
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
65

歳
以
上
の
人
が
加
入
し
て
い
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
し
て
い

る
人
（
被
保
険
者
）
の
医
療
費
の
財
源
は
、

次
の
と
お
り
国
民
全
体
で
支
え
合
っ
て
い

ま
す
。

▼
公
費
（
国
・
県
・
市
町
が
負
担
す
る
お
金
）

約
５
割

▼
支
援
金
（
75
歳
未
満
の
人
が
負
担
す
る
お

金
）　

　

約
４
割

▼
被
保
険
者
が
納
め
る
保
険
料

　

約
１
割

医
療
費
は
、
高
齢
化
の
進
行
や
医
療
の

高
度
化
に
よ
り
、
年
々
増
加
し
て
い
ま
す
。

医
療
費
の
増
加
は
、
こ
の
制
度
の
財
政
を

圧
迫
し
、
皆
さ
ん
に
ご
負
担
い
た
だ
く
保

険
料
の
増
額
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

限
り
あ
る
財
源
を
有
効
に
活
用
す
る
た

め
に
、
適
正
な
受
診
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ
先　

保
険
年
金
課
☎
30-

６
１
１
２
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
21-

２
２
２
０

番
、
滋
賀
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
☎
０
７
７-

５
２
２-

３
０
１
３
番

平
成
26
・
27
年
度
の

後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□市 

保
険
料
課

医
療
費
に
見
合
う
保
険
料
収
入
を
確
保

し
、
制
度
の
健
全
な
運
営
を
維
持
す
る
た

め
、
４
月
１
日
㈫
か
ら
保
険
料
率
を
改
定

し
ま
す
（
下
表
）。

な
お
、
所
得
が
低
い
人
の
保
険
料
の
均

等
割
額
（
被
保
険
者
全
員
が
等
し
く
負
担
す
る

保
険
料
）の
軽
減
の
範
囲
を
拡
大

し
ま
す
。

対
象
者
に
は
、
７
月
中
旬
に

保
険
料
額
を
通
知
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

保
険
料
課

☎
30-

６
１
４
５
番
、
Ｆ
Ａ

Ｘ
21-

２
２
２
０
番
、
滋
賀

県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
☎
０
７
７-

５
２
２-

３
０

１
３
番

医療機関に
かかるときのマナー

～心がけましょう 適正受診～

▶同じ病気で、複数の医療機関を
必要以上に受診するのは、でき
るだけ控えましょう。検査や投
薬を重複して受けることによ
り、かえって体に悪影響を与え
る可能性があります。

▶後発医薬品（ジェネリック医薬
品）は、新薬と同等の効能を持
ち、費用もおおむね安く済みま
すので、医療機関や調剤薬局で
相談してみましょう。

年金収入額
80万円まで

153万円（所得割賦課なしの上限額）
198万円

平成24・25年度（年額）
 　4,170円　　　
 6,255円　　　

5万1,633円　　　

例）一人世帯で公的年金収入のみの場合の保険料額
（平成24・25年度との比較）

（318円増額）
（477円増額）

（3,917円増額）

平成26・27年度（年額）
 　4,488円　　　
 6,732円　　　

5万5,550円　　　

高
齢
者
は
家
の
近
所
で

交
通
事
故
に
遭
っ
て
い
ま
す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□市
交
通
対
策
課

慣
れ
た
道
で
も
油
断
大
敵

交
通
死
亡
事
故
者
の
約
４
割
は

高
齢
者
で
す
。
多
く
は
自
宅
か
ら

５
０
０
メ
ー
ト
ル
圏
内
で
事
故
に

遭
っ
て
い
ま
す
。

外
出
す
る
と
き
は
、
日
頃
か
ら

安
全
確
認
の
意
識
を
高
く
持
ち
、

「
停
ま
っ
て
い
る
車
が
急
発
進
す

る
か
も
し
れ
な
い
」
と
考
え
る
な

ど
、
危
険
を
予
測
し
て
交
通
事
故

を
防
止
し
ま
し
ょ
う
。

他
人
事
で
は
な
い
交
通
事
故

　

市
内
で
は
約
１
０
０
人
に
１
人

が
、
交
通
事
故
に
よ
っ
て
け
が
を

し
て
い
ま
す
。
誰
も
が
交
通
事
故

の
当
事
者
に
な
る
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。

事
故
防
止
の
心
が
け

▼
道
路
は
信
号
機
や
横
断
歩
道
が

あ
る
と
こ
ろ
を
渡
り
ま
し
ょ
う
。

▼
交
差
点
や
道
路
を
横
断
す
る
と

き
は
、
左
右
の
安
全
を
確
か
め

ま
し
ょ
う
。

▼
ド
ラ
イ
バ
ー
は
高
齢
者
を
見
か

け
た
ら
、
ス
ピ
ー
ド
を
落
と
し

て
慎
重
に
運
転
し
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ
先　

交
通
対
策
課

☎
30-

６
１
３
４
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

24-

８
５
１
７
番

春
の
全
国
交
通
安
全
運
動

４
月
６
日
㈰
～
同
15
日
㈫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□市
交
通
対
策
課

運
動
の
基
本　

子
ど
も
と
高
齢
者

の
交
通
事
故
防
止

運
動
の
重
点

▼
自
転
車
安
全
利
用
五
則

①
自
転
車
は
、車
道
が
原
則
、歩

道
は
例
外

②
車
道
は
左
側
を
走
行

③
歩
道
は
歩
行
者
優
先
で
、
車

道
寄
り
を
徐
行

④
安
全
ル
ー
ル
を
守
る

⑤
子
ど
も
は
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用 

▼
全
て
の
座
席
の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト

と
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
正
し

い
着
用
の
徹
底

▼
飲
酒
運
転
の
根
絶

問
い
合
わ
せ
先　

交
通
対
策
課

☎
30-

６
１
３
４
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

24-

８
５
１
７
番

平
成
25
年
度
彦
根
市
水
道
事
業

事
業
評
価
報
告
書
の
公
表

　　　　　□市
上
下
水
道
総
務
課

水
道
事
業
は
、
平
成
16
年
度
に

「
彦
根
市
水
道
事
業
中
期
経
営
計

画
」、同
22
年
度
に
「
彦
根
市
水
道

事
業
第
２
期
中
期
経
営
計
画
」
を

そ
れ
ぞ
れ
策
定
し
、
こ
れ
に
基
づ

い
て
経
営
健
全
化
に
向
け
て
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

こ
の
計
画
の
取
り
組
み
の
一
つ

と
し
て
、
公
募
委
員
や
有
識
者
で

構
成
す
る
「
彦
根
市
水
道
事
業
評

価
委
員
会
」
を
設
置
し
、
事
業
評

価
制
度
を
行
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
事
業
評
価
制
度
は
、
水
道

事
業
を
彦
根
市
の
外
部
か
ら
評
価

し
、
そ
の
結
果
を
公
営
企
業
と
し

て
の
経
営
に
生
か
す
た
め
の
も
の

で
す
。

　

平
成
25
年
度
中
に
、
合
計
６
回

の
委
員
会
を
開
催
し
、
同
24
年
度

事
業
の
評
価
結
果
を
「
平
成
25
年

度　

彦
根
市
水
道
事
業　

事
業
評

価
報
告
書
」
に
ま
と
め
ま
し
た
。

日　時 

4月22日㈫19：00～20：30

4月23日㈬19：00～20：30

4月25日㈮19：00～20：30

4月26日㈯14：00～15：30

場　所

河瀬地区公民館（森堂町）

稲枝地区公民館（本庄町）

南地区公民館（甘呂町）

市民会館（尾末町）第2会議室

担当議員
野村郁雄　徳永ひで子　辻真理子　
馬場和子　安居正倫　谷口典隆
有馬裕次　西川正義　上杉正敏
赤井康彦　渡辺史郎　前川春夫
矢吹安子　安澤 勝　北川元気
山内善男　田中滋康　八木嘉之
山田多津子　北村 收　小川喜三郎
宮田茂雄　安藤 博　杉本君江

　

こ
の
評
価
報
告
書
は
、
情
報
公

開
コ
ー
ナ
ー
（
市
役
所
１
階
）
や
、上

下
水
道
部
の
窓
口（
市
民
会
館
１
階
）、

彦
根
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
閲
覧
で

き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

上
下
水
道
総

務
課
☎
22-

８
４
７
７
番
、
Ｆ

Ａ
Ｘ
22-

４
０
５
４
番

議
会
報
告
会
を
開
催
し
ま
す

　　　　　□市
議
会
事
務
局

市
議
会
議
員
が
、
新
年
度
予
算

や
議
会
活
動
の
状
況
を
、
市
民
の

皆
さ
ん
に
報
告
し
ま
す
。

平
成
26
年
度
の
予
算
か
ら
、
生

活
に
か
か
わ
る
も
の
を
中
心
に
、

そ
の
概
要
を
説
明
し
ま
す
。
下
表

の
と
お
り
市
内
４
か
所
で
開
催
し

ま
す
。

受
付
は
開
始
時
刻
の
30
分
前
か

ら
行
い
ま
す
。
気
軽
に
ご
参
加
く

だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

議
会
事
務
局

☎
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
22-

０
９
０
６
番

被保険者均等割額

所得割率

年間保険料の上限額

平成24・25年度

4万1,704円

8.12％

55万円

４月からの保険料率
平成26・27年度
4万 4,886円
8.73％
57万円


